
（仮称）第二次市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

１ 概要 

  平成 24 年８月に「子ども・子育て支援関連３法」が制定され、これに基づく子ども・子

育て支援新制度（以下「新制度」）の施行と合わせ、平成 27年３月に１期目の「市子ども・

子育て支援事業計画」（こどもみらいプラン）を策定した。 

  この計画は、①新制度（幼保施設等の認可・確認等）に対応するために平成 27 年度から

31 年度まで５か年の量の見込み（子どもの数＝需要）と確保方策（幼保施設等の利用定員

＝供給）を見込んだ需給計画（法定）と、②次世代育成支援対策推進法に基づく、本市の子

育て支援施策全般を総合的に盛り込んだ計画の２つを骨格とし、推進に努めているところで

ある。 

今後、①については、次期（H32～36）の需給計画を、②についても新たな計画を策定す

るため、平成 30 年度に現計画の評価と合わせ、ニーズ調査等を実施し、その調査結果等を

踏まえ、平成 31年度に具体的な策定作業を行うこととしている。 

 

２ 今後の予定（想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 H36 年度 

       

 

⑴ 現行計画の評価 

⑵ 将来人口推計 

⑶ 各種統計分析（女性の就業率など） 

⑷ ニーズ調査（アンケート調査） 

⑸ 関係団体等のヒアリング調査 

⑹ 有識者による子ども・子育て支援全般の課題抽出等 
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事業計画策定 

 

⑴ 需給計画策定（意向調査） 

⑵ 関連施策調査 

⑶ 次期プラン策定（冊子作成 ） 

 

現行計画期間(H27～31) 

次期計画期間(H32～36) 

平成 30年度 

平成 31年度 

市児童福祉 
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協議 
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